
(2) 交通ふくやま 276号 令和 6年 4月 1日 発行

撲滅
し

0危険を見落としやすくなる…

0反応が鈍くなる…

0操作ミスをしやすくなる…

0さめたつもりが、実はまださめていない…

飲酒運転事故の実態
醜国ではなしヽ魃較的『軽しヽ靱しヽ』の畿態

で運輸して事故を越こしたケースがほとんど!

スローガン
『身につけよう 交通ルールと ヘルメット』
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翻ヘ ル メ ツ トの着 用

自転車乗車中の死者の人身損傷主部位 (致命傷の部位)は、頭部損傷による

ものが多くなっています。自転車乗車中の乗車用ヘルメット非着用時の致死率は、

着用時と比べて高くなっており、頭部損傷が重大な事故に繋がることが確認され

ています。大人も子供もヘルメットの着用に努めてください。

国自転車保険
自転車乗用中に事故を起こして万が一「加害者」になった場合、高額な損害賠

償金の支払いを命じられるケースもあります。いざという時のために自転車保険

にカロ入しましょう。

「ならんで進み瑾の:譲ダメ: 「二:矢桑り」はダメ1

人や車の

通行の

磁獄だ葉騨顧 Iまダメ!

危険を見込とす
かもしれません。

じゃまに

なります。

フラフラし

※自転車も車 と同じ交通ルールを守る義務があります
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5月は「
‐‐口ら

く うヽ″
′ 間」です1


